
徳島県では、企業における次世代育成支援への取組の促進を図るため、子育てに優しい職場環境づくりに積極

的に、かつ他の模範となる優れた取組を実施している企業を「はぐくみ支援企業」として表彰しております。

また、「テレワーク」を活用した職場環境づくりに積極的に取り組み、その功績が特に優秀と認められる企業

を、「テレワークdeはぐくみ支援表彰」として表彰を行っています。
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はぐくみ支援企業表彰企業の募集を開始しました！

徳島県はぐくみ支援企業認証制度とは

次世代育成支援の一環として、子どもを産み育てながら働き続けることができる「子育てに優しい職場環境

づくり」に積極的に取り組まれている企業等を、徳島県が「はぐくみ支援企業」として認証する制度です。

応
募
方
法

次の書類を県労働雇用政策課まで御提出ください。郵送、持参、電子メールいずれでも結構です。

●はぐくみ支援企業表彰申込書 ●「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し（労働局の受理印

のあるもの）●その他取組内容や実績が確認できる書類

申込書の様式は、県ホームページからダウンロードできます。

▼ 応募・お問い合わせ先 ▼

〒770-8570 徳島市万代町1-1

徳島県生活環境部 労働雇用政策課 労働・働きがい推進担当

TEL：088-621-2346 FAX：088-621-2852

MAIL：roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

労働徳島 No.１２６
令和６年１２月17日発行

令和６年度はぐくみ支援企業表彰企業の募集について

令和６年度はぐくみ支援企業表彰企業の募集について

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/r
odokankei/7245487/

事例集はこちら！

過去の受賞企業の取組は、
こちら！



本県では、企業が直面している人材不足に対応するため、良質な雇用を創出し、地域活性化
を図るプロジェクトを実施しています。
今年度、プロジェクトの効果的かつ効率的な実施・展開に資するデータを得るために、県内

企業の人材確保状況等を把握・分析する「企業採用活動等実態調査」を実施しました。

良質な雇用の促進に向けて

◼ 実施期間：令和6年6月3日(月)から令和6年6月21日(金)まで
◼ 調査結果：県ホームページに掲載

「企業採用活動等実態調査2024 調査結果」 ▶

徳島県における、採用活動等を進める上での課題 ※複数回答あり

n=877社

本調査で把握した、上記のような課題に対応し、県内就職を促す目的で、都市部に負けない
県内企業の魅力をワカモノ視点で発信するためのガイドブックを作成しています。

① 徳島のワカモノが活躍する企業（R6.1発行）

県の就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」に
電子版を掲載中！ぜひ御覧ください♪

特集：徳島の10代、20代の高校生・大学生・社会人の本音、
大公開！

② 社員ファーストに力を入れている企業（R6.2発行）

③ 徳島が誇る“技術”（R6.3発行）

特集：徳島の社員たちが選ぶ「わが社の働きやすさ」はここ！

特集：若手から中堅、ベテランまで、技術の現場で
働くプロに聞いた！「これが私たちの仕事の必需品」

④ 社員の働きやすさ・働きがいを重視する企業（R6.11発行）

特集：企業独自の制度について、活用した社員の生の声を掲載！
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賃金や労働時間など労働条件
の書面を受け取っていない｡ 

パワハラ、賃金未払、退職、解雇などの
職場のトラブルを「相談やあっせん」で解決します。

● 公益委員(弁護士等)、労働者委員(労働組合役員等)、

  使用者委員(会社役員等)の 三者の委員 が1組で、

  公正･中立 な立場で解決を支援

● 相談無料、秘密厳守

● 手続きは 簡易 、 迅速 な解決

● 労働者、使用者(経営者)のいずれも利用可

労使紛争には、使用者のちょっとした配慮や対応によって予防できたのではと思われる事例が多く見られます。

上司のパワハラを会社に
伝えても対応してくれない。

労働者の

声１
アルバイトに有給休暇はない  
と言われた｡

パートやアルバイトも、労働時間・勤務日数
などに応じ、一定の日数の年次有給休暇が定め
られており、原則として希望どおり与えなけれ
ばならないことは、正社員と何ら違いはありま
せん。
(労働基準法第39条)

労働者の

声２

退職届にサインするよう強要
された。

退職届は、労働者が「自発的に」退職を希望す
るとき（自己都合退職）に作成する書面です。使
用者側から退職を働きかける場合は、本人が十分
に納得するように、退職を促す理由や事情を誠意
をもって丁寧に説明することが必要です。

労働者の

声３
労働者の

声４

使用者には、相談窓口設置や行為者に対する適
正な措置など、パワハラ防止措置義務があります。
日頃から職場内の雰囲気や社員一人ひとりの様子
に注意を払い、明るい職場環境づくりに取り組み
ましょう。
（労働契約法第5条、労働施策総合推進法第30条の2）

使用者が労働者を採用するときは、契約期間・
労働時間・勤務場所・賃金（支払日・方法）・手
当・休暇などの労働条件を記載した書面（労働条
件通知書）を交付しなければなりません。パー
ト・アルバイトの場合も同様です。
（労働基準法第15条､労働契約法第4条）

社員の笑顔は企業の活力源！
 見て見ぬふりは厳禁！

有給休暇はすべての労働者の権利！ 
取得しやすい環境づくりを！

円満退社への努力は、
惜しまないのが肝心！

採用時には、必ず
労働条件通知書を交付すること！

徳島県労働委員会に多く寄せられている相談事例

労働委員会では、労使間のトラブル解決のお手伝いをするため、相談やあっせんを随時行っています。

ホームページ

月～金 8:30～12:00、13:00～17:15 （祝日、年末年始除く）
電話、メール、来庁相談実施（※来庁相談は前日までに要予約）

徳島県
労 働
委員会

労働相談ダイヤル

原則、毎週木曜日の午後２時～４時に県庁１１階で実施

各相談会の前日の午後３時までに要予約

委員
相談

労働者・組合

トラブル

相談･あっせん解
決

労働委員会委員

会社

詳しくは、徳島県労働委員会HP「労働相談事例集」を御覧ください。



(労災保険相談ダイヤル)





(労災保険相談ダイヤル)



(労災保険相談ダイヤル)



(労災保険相談ダイヤル)
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